
                                    

会派研修会実施報告書 

 

 会派の研修における結果について、下記のとおり報告します。 

 

   令和 ７年 １１月 ２７日 

 

 光市議会議長 森戸 芳史 様 

 
                光市議会 会派「こう志会」 代表 中本 和行 
 
                              議員 萬谷 竹彦 
 
                              議員 林  節子 
 
                              議員 中村  譲 
 
                              議員 西村慎太郎 
                               
                              議員 新見 浩明 
 

記 
 

 １ 日時  令和 ７年 １１月１７日（月）～１８日（火） 

 

 ２ 場所   

（１）東京都国分寺市 

（２）衆議院議員会館及び参議院議員会館 

          

 ３ テーマ  

＜行政視察＞ 

（１）国分寺市における重層的支援体制整備事業について（東京都国分寺市） 

 

＜陳情＞ 

  （１）令和８年度予算等に対する要望 

  （２）小中学校の学校給食費の完全無償化を求める意見 

（３）光市水道局本庁の敷地の国有地に関する事項 

 

 ４ 視察結果  別紙のとおり 

  



別紙 こう志会視察報告書 
日  時  令和 7 年 11 月 17 日（月） 14 時 00 分〜15 時 40 分 
調査地名 国分寺市 
テ ー マ  重層的支援体制整備事業について 
同行者 仲小路議員 
対応者 国分寺市   健康部長 新井宏伸 

   健康部 地域共生推進課長 小峰基弘  
   健康部 地域共生推進課 重層的支援体制整備担当係長 渡部納 

社会福祉法人 国分寺市社会福祉協議会 地域福祉課 地域福祉係 野村拓夢  
市議会事務局 議会事務局長 伊藤寿一 

概要 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
内容 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

国分寺市は、武蔵野台地の西端部、東京都の重心に位置し、東南から北西に伸びた長だ円形の地域である。
都心から 27km、東は小金井市、南は府中市、国立市、西は立川市、北は小平市に隣接しており、面積 11.46km2 
である。 

地形的には、武蔵野台地の一部をなす高台と、それより急崖を境にして一段と低い平坦地および高台をき
ざむ野川上流の谷ができている。市の大部分は段丘上（武蔵野面）にあり、浸食谷の深く入り込んだ所はい
ずれも砂利層が現れ清水が湧き出ている。下面部は浸食を受けた部分（立川面）で東恋ケ窪、西恋ケ窪、光
町、西町、高木町、泉町、南町、東元町、西元町などの一部がこれに属している。 
 
●国分寺市の概要 
 ○面積：11.46 平方キロメートル 
 ○人口：130,118 人（令和 7 年 10 月 1 日現在） 
 ○高齢化率：22.2％（全国平均 29.3％ 令和 6 年 9 月 15 日現在） 

○日常生活圏域：二圏域（東部地域・西部地域） 
 ○小学校区：10 校区 
 ○中学校区： 5 校区 
 
１ 重層的支援体制整備事業の概要について 
 

重層的支援体制整備事業は、市町村において、既存の相談支援や地域づくり支援の取組を活かし、介護・
障害・子ども・生活困窮といった分野別の支援体制では対応しきれないような”地域住民の複雑化・複合化し
た支援ニーズ”に対応する包括的な支援体制を構築するため、「属性を問わない相談支援」、「多様な社会参加
に向けた支援」、「地域づくりに向けた支援」を一体的に実施するものである。 
 
２ 重層的支援体制整備事業への取組の背景について 
 

平成 30 年に健康部、福祉部及び子ども家庭部（令和 4 年度から教育部を追加）の相談支援業務について、
総合調整、情報共有及び連携強化を図るため「国分寺市相談支援総合調整会議」を設置した。相談支援の中
で把握した複雑化・複合化した地域生活課題（8050 問題、ひきこもり、ケアラー（ヤングケアラー、ダブル
ケア）、ごみ屋敷など）について共有した。これらを「制度の狭間」の課題と捉え、解決を図るためには当時
の体制では不十分と考え実施するに至った。 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

３ 重層的支援体制整備事業の目的について 
  

国分寺市における重層的支援体制整備事業は、介護・障害・子ども・生活困窮といった福祉分野ごとの縦
割りでは対応しきれない、複雑化・複合化した地域住民の課題に対し、分野を横断した包括的・一体的な支
援体制を構築することを目的としている。 
 
４ 既存計画における重層的支援体制整備事業の位置づけについて 
 

第 2 次国分寺市地域計画に重層的支援体制整備事業実施計画を組み込み、関連する７つの計画（高齢者福
祉計画・介護保険事業計画、障害者計画・障害福祉計画・障害児福祉計画、子ども若者・子育ていきいき計
画・健康増進計画、成年後見制度利用促進基本計画、自殺対策計画、再犯防止推進計画）を横串する計画と
して位置付けている。 
 
５ 重層的支援体制整備事業の具体的な取組（機能）の柱（３つの支援と３つの事業等）について 

 
（１）属性を問わない相談支援 

 属性にかかわらず、地域の様々な相談を受け止め、自ら対応又はつなぐ機能 
（既存事業：包括的支援事業（※注１）、障害者基幹相談支援センター事業、子育て応援パートナー事業、 

子育て世代包括支援センター事業、保育コンシェルジュ事業、出産・子育て応援事業、 
生活困窮者自立相談支援事業） 

  ※注１ 包括的支援事業の相談支援機関：地域包括支援センター（高齢者）   6 か所 
障害者基幹相談支援センター（障害） 1 か所 
こども家庭センター（子ども）    1 か所 
自立生活サポートセンター      1 か所 
丸っとふくまど（福祉の総合相談窓口）１か所 

   ＊丸っとふくまどは和 6 年度から出張窓口も実施 
（２）多様な社会参加に向けた支援 

 新規事業：社会とのつながりを回復するため、既存の取組では対応できない狭間のニーズについて、就
労支援や見守り等居住支援などを提供する機能 

（３）地域づくりに向けた支援 
 地域づくりをコーディネートする機能 
（既存事業：地域介護予防活動支援事業、生活支援体制整備事業、地域活動支援センター事業、 

親子ひろば事業 
新規事業：生活困窮者支援等のための地域づくり事業） 

（４）アウトリーチ等を通じた継続的支援事業 
  新規事業：訪問等により継続的に繋がり続ける機能 
  国分寺市社会福祉協議会に所属する地域福祉コーディネーター3 名が伴走支援 
  ※地域福祉コーディネーターの活動について 

個人の困りごとを地域の困りごととして捉える視点を持ち、個別支援と地域支援を一体的に行う。 
○個別支援（個人相談への対応）：どこに相談したらよいかわからない困りごとや気になることなど 

様々な相談に幅広く対応。解決に向けて関係機関と連携して取り組む。 
   ○地域支援（地域活動相談への対応）：地域活動の立ち上げや運営で困っていることなどに幅広く対応。 
    解決に向けて関係機関や地域の方と取り組む。 
（５）多機関協働事業 

 新規事業：世帯を取り巻く支援関係者全体を調整する機能 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 属性・世代・相談内容を問わず相談を受け止め、複雑化・複合化したケースに対して各会議体を活用し
て支援を検討する。 

 ※各会議体について 
  ○重層的支援会議：本人に同意が得られた複雑化・複合化したケースを対象に地域福祉コーディネー

ターが支援プランを作成し、役割分担、モニタリング等を実施（実施主体：国分寺市社協） 
  ○支援会議   ：本人に同意が得られていない複雑化・複合化したケースを対象に参加者に守秘義

務をかけて情報を共有し、支援関係機関等の役割分担及び支援方針を設定。（実施主体：国分寺市） 
（６）支援プランの作成 
  新規事業：多機関協働事業と一体的に実施 
 
６ 国分寺市が感じている成果について 
  
（１）既存事業の活用  

相談支援総合調整会議を活用し、新たな会議体の立ち上げを行わず重層的支援体制整備事業を整理する 
ことができた。 

（２）地域福祉計画の見直し  
重層的支援体制整備事業を位置付けることで各個別計画との調整や整合性を図ることができ、目指す 
べき方向性を明確にできた。  

（３）社会福祉協議会との連携強化 
委託事業（重層的支援体制整備事業、権利擁護事業、生活困窮者自立 

支援事業）の有機的な連携が可能になった。  
（４）相談支援包括化推進員を直営で配置  

重層的支援体制整備事業を実施する中で多く発生する庁内外の調整事項を円滑化することができた。支
援会議を開催するに当たり、警察や病院の職員の参加調整を実施することができた。 

（５）支援会議の開催  
支援関係機関と連携を密に図ることが可能で、早期発見、予防的支援が可能になった。 

  
７ 国分寺市が感じている課題と今後の展開について 
 
（１）メリットが伝わりにくい  

〇課題：既存事業の活用を前提としているため、何が変わるのか、業務量だけが増えるのではないかとの
意見が多くある。  

  〇展開：「制度の狭間の問題」に向き合う体制整備があることを対外的に示すことができるのは大きなメリ
ットと考えている。 

（２）制度の周知  
  〇課題：支援関係機関が多岐にわたり、理解しにくい。  
  〇展開：「庁内⇒支援関係機関⇒その家族・親族」の順で徐々に理解を広げていくイメージを考えている。 
（３）実施計画策定や交付金のとりまとめ  
  〇課題：地域福祉計画との調整や予算編成に影響があるため事務量が多くなる。 
  〇展開：事業規模を踏まえ、丁寧な庁内調整を行うことで人員配置を維持する。 
（４）地域づくり  
  〇課題：相談の受け止めやつなぎは整備されているが、その後を支える地域の体制を推進する必要がある。 
  〇展開：個別の課題を地域の課題と捉える仕組みづくりを計画する。 
（５）多機能協働事業等  
  〇課題：国は多機関協働事業を縮小する方針。アウトリーチや参加支援でのプラン作成時における本人同



 
 
 
 
質問 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

意が困難である。  
  〇展開：改めて支援関係機関への多機関協働事業説明を実施する。本人同意については、委託先と無理の

ない同意の取り方について検討する。 
 
Q: 福祉の総合相談窓口「丸っとふくまど」は相談者の属性や世代を問わず、どこに相談したらわからない場
合の対応を社会福祉協議会の地域福祉コーディネーターが担当しています。重層的支援体制整備事業はどこ
の窓口に行っても、適切な部署に繋げて実施する体制になっていますが、「丸っとふくまど」の開設には、ど
のような理由がありますでしょうか。 
また、地域共生推進課では週１回、２ヵ所の出張窓口では月１回の定期開催ですが、相談数はどのくらいあ
りますでしょうか。また、相談内容はどのようなものがありますでしょうか。 
A:丸っとふくまどの開設理由について 市民から総合的な相談窓口の体制整備が求められており、前期の地
域福祉計画の策定時に重点テーマとして、「福祉の総合的な相談窓口の体制整備」を位置付けました。開設に
当たっては、重層的支援体制整備の本格実施に向けて試行的にスモールスタートしました。 
A：出張窓口について 出張窓口の開設理由は、住民が身近な場所で相談できることや、窓口の周知などが必
要だと考えたことが主にあります。相談件数は、令和 6 年度 52 件、令和 7 年度 37 件（9 月末現在）になり
ます。相談内容は、「自宅隣の空き地に関する相談」、「心療内科への通院に関する相談」、「精神障害を持つ娘
とのかかわりに関する相談」、「自治会の担当区域の住人への対応に関する相談」など多岐に渡ります。  
 
Q:地域福祉コーディネーターは令和５年４月の重層的支援体制整備事業本格実施のスタート時に４名体制で
したが、この人員数は事業を進める上でいかがでしたでしょうか。また、その後の増員や今後の増員の予定
がありますでしょうか。  
A:本市では、本格実施の前に重層事業の前身である「地域共生社会の実現に向けた包括的支援体制構築事業」
（いわゆるモデル事業）を実施し、地域福祉コーディネーター2 名体制で開始しました。その際、高齢福祉
課が所管する生活支援体制整備事業の第 1 層生活支援コーディネーター（社協委託）と連携を図りながら地
域課題の把握と解決に向け事業を実施してきました。その後、業務内容及び業務量並びに国の交付基準額を
踏まえ、2 名体制から 3 名体制に増員し、本格実施で 4 名体制にしたところです。現状は適正な人員数と考
えています。本誌では、地域福祉コーディネーターが増員されれば本事業が推進されているとは捉えておら
ず、事案に応じていかに適切な部署につなぐことができるかに重点をおいて事業を実施しています。  
 
Q:多機関協働事業は地域共生推進課で行う体制となっていますが、市役所の各課や外部事業者委託等を含め
て、地域共生推進課に決定するまでは、どのような経緯がありましたでしょうか。 
A:相談支援総合調整会議において、相談支援の観点から重層的支援体制整備事業の必要性や実施向けた検討
を行いました。また、地域福祉計画の進行管理を担う会議体（福祉以外に政策、人権、コミュニティ、防災、
まちづくりなどの所管が参加）において、全庁的に実施することになる事業であることを説明しました。議
論の中では、他市の実施状況を踏まえて、全域包括ベースや生活困窮ベースでの実施も検討がありました。
しかし、本事業は実施するに当たって制度設計（重層的支援体制整備実施計画の作成）が必要不可欠なため
地域福祉計画を所掌する当課で実施する方針を整え、理事者に報告し現在の体制となっています。  
 

                            
 
 
 
 
 
 



所感 
 

中本和行 議員 
 高齢者・障害者・子供・健康の各分野の計画の異なる要素を合わせてバランスを取りながら取り組んでい
る。従って「福祉の困りごと」をワンステップで、分野の垣根を超えて解決するための仕組みでした。 

連携を調整する専門員「地域福祉コーディネーター」の配置、研修を通して互いを理解し、推進する事で
効果が出ている、支援体制の構築によって国が定めた「決まり事」「ルール」をうまく機能させて進めていく
ことで、「誰一人取り残されない」支援に繋がるものと感じました。 

また、地域支援「生活困窮者の支援」では、空き家を活用しての地域の居場所を提供して懇談会を開催し
ての取り組みは感銘した。今後の政策に活かしていきたいと思いました 
 
萬谷竹彦 議員 

国分寺市では「丸っとふくまど」という福祉の総合相談窓口を設けており、相談者の属性（年齢・世代・
分野）を問わず、困りごとを「丸ごと」受け止めている形で運営されていました。細分化されている既存の
相談窓口（高齢・障害・子育て・生活困窮等）と連携をとり、複合的・複雑なニーズには多機関協働で対応
する設計になっており、こうした設計は、どこに相談すればいいか分からない、制度の狭間にいる人を取り
こぼさない力が強いと感じました。  また、支援が必要な背景には様々な困難も隠れていて、高齢介護サ
ービスの開始で 8050 問題の影響も大きく関連していると思われます。市内全地区の支 
援ニーズを、もれなく相談体制につなぐためには、重層的な相談体制が必要とされ、実施されたことが理解
できました。これからも調査研究を続けていこうと思っています。 
 
中村譲 議員 

国分寺市の重層的支援体制は、市民の複合的課題に向き合う姿勢が明確であり、特に「断らない相談」を
中心とした仕組みづくりが印象的でした。相談支援・地域づくり・参加支援を一体で進めることで、課題を
抱えている人を早期にキャッチできる点は大きな強みである。また、地域包括・子ども家庭・生活困窮など
各部署が連携し、情報共有している体制は、光市にとっても大いに参考になると感じました。 

 
西村慎太郎 議員 

今回の視察を通じて、国分寺市の重層的支援体制整備事業は、「どんな相談も断らない窓口」としての福祉
の総合相談窓口に加え、地域福祉コーディネーターによる継続的なアウトリーチ、さらに庁内４部門と社協・
学校・医療等の多機関連携を組み合わせることで、制度や分野の狭間にある困りごとを丁寧に拾い上げる仕
組みであると理解しました。パンフレットや出張相談など、市民に存在を「見える化」し、早期の相談につ
なげる工夫も印象的でした。一方で、予算面や実際の運用について、国や県の補助等を確認してみると光市
の予算規模や体制で実行できるのか、どういったタイプを選択するのが事業を構築するかは理解しきれなか
ったところです。今後、相談実績や効果検証の方法も含めてさらに学びを深めたいと感じました。光市にお
いても、若者の孤立を防ぎ、多世代のつながりを育む体制整備に向けて、今回の知見を生かしていきたいと
考えます 
 
新見浩明 議員 

国分寺市が取り組む重層的支援体制整備事業では、制度の狭間にある困難な課題にも対応できる柔軟な支
援体制が構築されている点が印象的でした。特に、どこに相談したらよいか分からない相談を「丸っと受け
止める相談支援」や「地域づくり支援」といった多機能を一体的に展開していること、また地域福祉コーデ
ィネーターが地域に出かけて個人や地域の課題の掘り起こしを行っていることが特徴的でした。そして、制
度と地域活動が連動していることで、支援の実効性が高まり、包括的な支援が継続的に届く仕組みとなって
いると感じました。本市においても、既存制度の枠にとらわれず、地域との連携や横断的支援の強化を視野
に入れた取り組みが求められると実感しました。 

以上 



日  時  令和 7 年 11 月 18 日（火） 9 時 30 分〜12 時 00 分 
場   所 衆議院議員会館及び参議院議員会館 
テ ー マ  令和 8 年度光市予算等に対する要望 

小中学校の学校給食費の完全無償化を求める意見書 
光市水道局本庁の敷地の国有地に関する事項 

同行者 仲小路議員 
陳情先 衆議院議員 林 芳正（河野恭子秘書） 衆議院議員 岸信千世 

衆議院議員 高村正大（上田将祐秘書） 衆議院議員 吉田真次（中平大開秘書） 
衆議院議員 平林 晃 
参議院議員 江島 潔         参議院議員 北村経夫 
参議院議員 阿達雅志（長岐康平秘書） 

 光市の要望について理解を求めるために、光市の令和 8 年度予算等に対する要望書を提出。 
（要望書は別添のとおり） 
 
＜衆議院議員会館＞ 
 
 
 

             
 
 
     林芳正議員事務所       岸信千代議員事務所      高村正大議員事務所 
    
 
 
 
 
 
 
     吉田真次議員事務所      平林 晃議員事務所 
 
＜参議院議員会館＞ 
 
                              
    
 
 
 

江島潔議員事務所       北村経夫議員事務所      阿達雅志議員事務所         
 
 
 
 

 
 






























